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当第３四半期累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年10月31日) 

記載すべき重要な事項はありません。  

  

  

当第３四半期累計期間(自 平成23年２月１日 至 平成23年10月31日) 

該当事項はありません。   

  

  

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年10月31日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失及び経常損失は459千円、税引前四半

期純損失は44,711千円、それぞれ増加しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は56,457千円であります。 

【簡便な会計処理】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末 
（平成23年10月31日） 

前事業年度末 
（平成23年１月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

  千円11,282,412

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

   千円10,867,700
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（四半期損益計算書関係）

 前第３四半期累計期間 
（自 平成22年２月１日 
至 平成22年10月31日） 

 当第３四半期累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年10月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

 ２         ――――― 

  

  

  

   

給料手当、賞与  3,558,485 千円

賞与引当金繰入額  319,825   

退職給付費用  288,125   

     

     

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

※２ 災害による損失 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災による損

失額であり、内訳は次のとおりであります。  

  

給料手当、賞与  3,457,343 千円

賞与引当金繰入額  288,790   

退職給付費用  233,621   

棚棚卸資産の滅失損  22,479 千円

従業員の休業補償分給料  11,881   

その他  10,809   

 前第３四半期会計期間 
（自 平成22年８月１日 

至 平成22年10月31日） 

 当第３四半期会計期間 
（自 平成23年８月１日 
至 平成23年10月31日） 

※１ 当社の売上高は季節的変動があり、バレンタインデ

ー、中元、歳暮、クリスマス等の大きなイベントが

少ない第３四半期会計期間の売上高は、他の四半期

会計期間の売上高と比べ減少する傾向にあります。

※１           同左 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当、賞与  1,075,065 千円

賞与引当金繰入額  174,530   

退職給付費用  93,512   

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当、賞与  1,079,264 千円

賞与引当金繰入額  154,021   

退職給付費用  74,648   

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年２月１日 
至 平成22年10月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年10月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年10月31日現在）

 （千円）

  

  

  

   

現金及び預金勘定  710,384

有価証券    1,200,192

現金及び現金同等物  1,910,576

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成23年10月31日現在）

 （千円）

    

現金及び預金勘定  849,585

有価証券  1,700,193

計      2,549,778

満期または、償還日までの期限が 

３ヶ月を超える有価証券      
 △199,960

現金及び現金同等物  2,349,818
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当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日）及び当第３四半期累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23

年10月31日）   

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

  

当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日） 

 受取手形及び売掛金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比

べて著しい変動が認められます。 

（注）金融商品の時価の算定方法  

受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。   

  

  

（株主資本等関係）

普通株式  36,692,267株

普通株式  434,489株

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり 
 配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年４月27日 
定時株主総会 

普通株式 145,030千円   4円 
平成23年 
１月31日 

平成23年 
４月28日 

利益剰余金 

（金融商品関係）

  
四半期貸借対照表 

計上額（千円）  

時価 

（千円）  

差額 

（千円）  

受取手形及び売掛金  1,644,637  1,644,637  －
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当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日） 

 事業の運営において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはな

いため、記載を省略しております。    

  

   

当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

    

  

前第３四半期累計期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年10月31日)及び当第３四半期累計期間(自 平成23

年２月１日 至 平成23年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期会計期間(自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日)及び当第３四半期会計期間(自 平成23

年８月１日 至 平成23年10月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期会計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日） 

 事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（資産除去債務関係）
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１．報告セグメントの概要 

 当第３四半期累計期間（自平成23年２月１日 至平成23年10月31日）及び当第３四半期会計期間（自

平成23年８月１日 至平成23年10月31日） 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、チョコレート、焼菓子、チーズケーキ、プリンなどの洋菓子製造販売を主な事業内容とし、他

に喫茶・レストラン事業を行っております。したがって、「洋菓子製造販売事業」と「喫茶・レストラン

事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第３四半期累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年10月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していな

い全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失（△）と調整を行っておりま

す。 

  

 当第３四半期会計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日）  

（単位：千円）

（注）１．セグメント損失（△）の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

洋菓子製造 
販売事業 

喫茶・レスト
ラン事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高 15,793,500 1,309,463 17,102,963  － 17,102,963

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計 15,793,500  1,309,463  17,102,963  －  17,102,963

セグメント利益 
又は損失（△） 

631,589 △26,752 604,837  △844,044  △239,207

△844,044

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

洋菓子製造 
販売事業 

喫茶・レスト
ラン事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高 3,978,175 447,248 4,425,424  － 4,425,424

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計 3,978,175  447,248 4,425,424  － 4,425,424

セグメント損失（△） △359,023 △7,311 △366,335  △279,447 △645,782

△279,447
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 当第３四半期会計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日）  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

当第３四半期会計期間末（平成23年10月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額  

 （注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間末 

（平成23年10月31日） 

前事業年度末 

（平成23年１月31日） 

１株当たり純資産額 284.06 円 １株当たり純資産額 296.80 円

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年２月１日 

至 平成22年10月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年２月１日 

至 平成23年10月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 10.98 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 7.41 円

  

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年２月１日 

至 平成22年10月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年２月１日 

至 平成23年10月31日） 

四半期純損失（千円）  398,204  268,616

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（千円）  398,204  268,616

期中平均株式数（株）  36,280,947  36,257,386
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 （注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期会計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日） 

リース取引開始日が、平成21年１月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業

年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

   

  

該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成22年10月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成23年10月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 12.01 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 11.42 円

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成22年８月１日 

至 平成22年10月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成23年８月１日 

至 平成23年10月31日） 

四半期純損失（千円）   435,448   413,974

普通株主に帰属しない金額（千円）   －   －

普通株式に係る四半期純損失（千円）   435,448   413,974

期中平均株式数（株）  36,265,542  36,257,037

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年12月７日

モロゾフ株式会社 

 取締役会 御中 

  
  

有限責任監査法人ト ー マ ツ 
  

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 片 岡  茂 彦   印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 伊 東  昌 一   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているモロゾフ株

式会社の平成２２年２月１日から平成２３年１月３１日までの第８１期事業年度の第３四半期会計期間（平成２２年８

月１日から平成２２年１０月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２２年２月１日から平成２２年１０月３１日

まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、モロゾフ株式会社の平成２２年１０月３１日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成  年  月 日

モロゾフ株式会社 

 取締役会 御中 

  
  

有限責任監査法人ト ー マ ツ 
  

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 片 岡  茂 彦   印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 森 村  圭 志   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているモロゾフ株

式会社の平成２３年２月１日から平成２４年１月３１日までの第８２期事業年度の第３四半期会計期間（平成２３年８

月１日から平成２３年１０月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２３年２月１日から平成２３年１０月３１日

まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、モロゾフ株式会社の平成２３年１０月３１日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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